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会津若松出張所
　会津若松市追手町 2-41
　☎ 0120-26-3844（フリーダイヤル）
いわき出張所
　いわき市好間工業団地 1-43
　☎ 0120-26-5671（フリーダイヤル）
中通り連絡事務所
　郡山市希望ケ丘 11-10
　☎ 0120-24-1013（フリーダイヤル）
大川原連絡事務所
　大熊町大川原字南平 1138-2
　☎ 0120-23-1095（フリーダイヤル）
現地連絡事務所
　大熊町大川原字手の倉 125
　☎ 0240-32-2318
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おお
 くま

　いわき市の応急仮設住宅の撤去
に伴い、使用していた物置を無償
でお譲りします。希望する方は、
注意事項などをご確認の上、お申
し込みください。
　なお、お譲りできる物置は82
台で、メーカーやサイズが異なり
ますので、お問い合わせください。
問大熊町役場いわき出張所
　 生活支援係 

●お申し込みできる方
・今まで物品譲与を受けていない方
・被災当時、大熊町にお住まいで
　住宅を再建（購入、新築）され
　た方
・復興公営住宅に入居、または入
　居が決定している方（管理セン
　タ－の許可が必要です）
●注意事項
・申し込みできるのは１世帯 1 台
　です 

・物置は申込者が引き渡し場所に
　行って受け取ることになります
　（代理者の場合は委任状が必要）
・現状引き渡しとなりますので、
　動作確認やクリ－ニングは行っ
　ていません。また、物品の取り
　外しや運搬等の費用は申込者の
　負担となります。隠れた傷、故
　障等があっても県、町で責任を
　負いません。苦情や返品の希望
　はご容赦願います
・県、町で持ち出しの代行、費用
　の助成は行いません
・申請書を受理後、譲与可否を判
　断し、審査結果を通知します
・応募多数の場合は抽選となりま
　す
・申請者の生活再建支援を目的と
　しています。物置は申請者がお
　使いになり、別な方への譲渡、
　転売等は行わないでください 
●お申し込み受付期間

　８月 1 日（水）～ 10 日（金）必着
●物品の引き渡し日
　９月中旬～下旬　（予定） 
※日時の詳細は後日ご案内します
●引き渡し場所
・渡辺町昼野応急仮設住宅
・上神白応急仮設住宅
・鹿島町下矢田応急仮設住宅
・好間第二応急仮設住宅
●お申し込み方法   
　いわき出張所生活支援係に申請
書を請求するか、大熊町ホ－ムペ
－ジから様式をダウンロ－ドして
ください。なお、申請書のほかに
次の書類（写し）２点が必要です。
①被災者であることを証明する書
　類（被災証明書等）
②住宅再建等となる住宅を証する
　書類（㋐再取得住宅の登記事項
　証明書謄本㋑工事請負契約書㋒
　復興公営住宅の入居許可書等）
※②は㋐～㋒いずれか１点

仮設住宅で使用した物置をお譲りします
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　有効期限が今年７月までとなっている介護保
険負担割合証をお持ちの方に、８月以降の負担
割合証を郵送します。記載されている内容をご
確認の上、必ず介護保険被保険者証とともに保
管をお願いします。
　また平成 30 年８月より、一定以上の所得の

ある方については、介護サービスを利用した時
の負担割合が３割となります。判定の流れは下
表をご確認ください。なお、平成 31 年２月 28
日までは介護サービス利用料が免除されます。

問大熊町役場いわき出張所　健康介護課

介護保険負担割合証を郵送します

　
児
童
手
当
の
給
付
を
受
け
る
に

は
、
毎
年
６
月
１
日
現
在
の
状
況

を
記
載
し
た
「
現
況
届
」
の
提
出

が
必
要
で
す
。
現
況
届
は
、
６
月

分
以
降
の
手
当
を
引
き
続
き
受
給

す
る
要
件
を
満
た
し
て
い
る
か
ど

う
か
を
審
査
す
る
も
の
で
す
。

　
未
提
出
の
方
は
７
月
31
日（
火
）

ま
で
に
町
に
提
出
し
て
く
だ
さ

い
。
提
出
し
な
い
場
合
、
手
当
が

差
し
止
め
と
な
る
場
合
が
あ
り
ま

す
の
で
、
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

■
郵
送
で
提
出
す
る
場
合

　
〒
９
６
５
―
０
８
７
３　
会
津

若
松
市
追
手
町
２
の
41　
大
熊
町

役
場
会
津
若
松
出
張
所 

福
祉
課
宛

■
直
接
持
参
す
る
場
合

・
大
熊
町
役
場
会
津
若
松
出
張
所

　
福
祉
課

・
大
熊
町
役
場
い
わ
き
出
張
所

・
大
熊
町
役
場
中
通
り
連
絡
事
務
所

・
大
熊
町
役
場
大
川
原
連
絡
事
務
所

問
大
熊
町
役
場
会
津
若
松
出
張
所

　
福
祉
課

　
町
で
は
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド

を
お
持
ち
の
町
民
の
方
を
対
象

に
、
全
国
の
コ
ン
ビ
ニ
エ
ン
ス
ス

ト
ア
で
各
種
証
明
書
を
取
得
で
き

る
サ
ー
ビ
ス
を
行
っ
て
い
ま
す

が
、シ
ス
テ
ム
保
守
作
業
の
た
め
、

サ
ー
ビ
ス
を
一
時
停
止
し
ま
す
。

　
ま
た
、
住
民
票
の
住
所
が
大
熊

町
外
で
、
本
籍
地
が
大
熊
町
内
に

あ
る
方
の
事
前
の
利
用
登
録
申
請

サ
ー
ビ
ス
も
一
時
停
止
し
ま
す
。

●
サ
ー
ビ
ス
停
止
期
間

　

７
月
28
日
（
土
）

　
午
前
８
時
～
午
後
11
時

　

ご
不
便
を
お
か
け
し
ま
す
が
、

ご
理
解
と
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま

す
。

問
大
熊
町
役
場
会
津
若
松
出
張
所

　

住
民
課

児
童
手
当
受
給
者
の

皆
さ
ん
へ

証
明
書
の
コ
ン
ビ
ニ

交
付
一
時
停
止

はい はいいいえ いいえ

はいいいえ

はい いいえ

６５歳以上の方で本人の合計所得金額が１６０万円以上

本人の合計所得金額が２２０万円未満

年金収入　＋　その他の合計所得金額
同一世帯の６５歳以上の人数
１人：２８０万円以上
２人以上：合計３４６万円以上

年金収入　＋　その他の合計所得金額

同一世帯の６５歳以上の人数
１人：３４０万円以上
２人以上：合計４６３万円以上

１割負担 ２割負担 ３割負担
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　町では中間貯蔵施設の建設に
伴い町民の皆さまが抱える不安
や諸問題に対応するため、弁護
士による相談会を開きます。権
利関係等の疑問について、無料
で相談できます。

【郡山市】
時８月８日（水）
　午後２時～５時
場大熊町役場中通り連絡事務所

【会津若松市】
時８月９日（木）
　午後２時～５時
場大熊町役場会津若松出張所
【いわき市】
時８月22日（水）
　 午後２時～５時
場大熊町役場いわき出張所

■相談できること
　中間貯蔵施設建設に伴う契
約、地上権、相続等について
※法律相談であり、補償価格に
　関する相談はできません
■対象
　大熊町内の中間貯蔵施設建設
予定地内に不動産 ( 土地、建物 )
を所有されている方
■相談料
　無料
■相談時間
　１回につき50分以内（各会
場３組までの事前予約制）
■申し込み方法
　事前予約の先着順ですので、
ご連絡をお願いします
■申し込み期限
　開催日の１週間前まで
問大熊町役場会津若松出張所
　 企画調整課

■国民健康保険、
　後期高齢者医療保険に加入している方へ

≪国民健康保険高齢受給者証を郵送します≫
　国民健康保険高齢受給者証（70 ～ 74 歳の方）が８月１日に更新され
ますので、役場に登録されている避難先の住所へ郵送します。有効期限
の切れた受給者証は、町役場住民課国保年金係までお持ちいただくか、
ご自身で細かく切って破棄してください。
≪後期高齢者医療保険証を郵送します≫
　平成 29 年度の保険証の有効期限は７月 31 日までです。８月１日か
らご使用いただく平成 30 年度の保険証を、７月 23 日 ( 月 ) に役場に登
録されている避難先の住所に簡易書留で郵送する予定です。７月 31 日

（火）までに届かない場合は、お問い合わせください。
※現在ご使用いただいている一部負担金等免除証明書（クリーム色の用
　紙）の有効期限は、平成 31 年２月 28 日までですので、引き続きご
　使用ください

■住民税非課税世帯の方は
　入院時の各種療養費負担が減額されます
　現在入院中の方またはこれから入院する予定がある方で、住民税非課
税世帯の方は「限度額適用・標準負担額減額認定証」を提示することで、
入院時食事療養費および入院時生活療養費の標準負担額の自己負担額が
減額されます。認定証の交付を希望する方は、町役場住民課国保年金係
までご連絡ください。
　なお、減額認定は申請いただいた月の初日までしかさかのぼることが
できませんので、お早めに申請してください。また、毎年８月は認定証
の更新月ですので、更新申請にもれのないようご注意ください。
　また、社会保険等その他の医療保険に加入している方は、加入してい
る保険から標準負担額減額認定証の交付を受けられる場合がありますの
で、加入している医療保険の保険者にお問い合わせください。
※標準負担額減額認定証の有効期限（平成 30 年度分）
・発効日：平成 30 年８月１日から平成 31 年７月 31 日までのうち、申
　請のあった月の１日
・有効期限：平成 31 年７月 31 日

■国民健康保険の加入・脱退手続きはお早めに

　職場の健康保険等をやめたとき、または職場の健康保険等に加入した
ときは国民健康保険・年金の手続きが必要です。大熊町ホームページを
ご覧になるか、お電話でお問い合わせいただいた上で、14 日以内に届
け出てください。

問大熊町役場会津若松出張所　住民課国保年金係

中間貯蔵施設に係る
弁護士無料相談会
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お引っ越し
された方へ

役場にも

教えてね！

　役場に届け出ていた避難先が変
わった際は、新しい避難先をお知
らせください。届け出は会津若松
出張所住民課、いわき出張所、中
通り連絡事務所の各窓口で受け付
けています。手軽にできる郵送や
電話での届け出も受け付けていま
す。
■郵送の場合
　役場にある「避難住民届」を記
入して送るか、次の項目を記載し
たメモを送ってください。
　1. 記入者氏名
　2. 大熊町の住所
　3. 対象者の氏名、生年月日
　4. 避難先住所
　5. 避難先の滞在開始日（住み始
　　めた日）
　6. 電話番号および所有者名
　7. 広報おおくまの送付を希望す
　　るかどうか
■電話の場合
　会津若松出張所住民課までお電
話ください。職員が必要事項をお
尋ねします。
問大熊町役場会津若松出張所　
　 住民課　避難者名簿係

　なお、仮設住宅、借上げ住宅を
退去する場合には、「仮設住宅等
使用終了届」を提出してください。
問大熊町役場会津若松出張所
　生活支援課　
　 大熊町役場いわき出張所
　　生活支援係

　
今
年
度
も
熊
地
区
パ
ー
ク
ゴ
ル

フ
交
流
会
を
開
催
し
ま
す
。

　

ご
多
忙
中
と
は
思
い
ま
す
が
、

多
数
の
ご
参
加
を
お
待
ち
し
て
い

ま
す
。

　
お
越
し
の
際
、
車
の
運
転
に
は

十
分
気
を
付
け
ま
し
ょ
う
。

時
７
月
28
日
（
土
）
午
前
９
時
～

　
（
午
前
８
時
30
分
受
付
）

場
広
野
町
二
ツ
沼
総
合
公
園
パ
ー

　
ク
ゴ
ル
フ
場

費
５
０
０
円
（
弁
当
付
き
、
賞
品

　
多
数
あ
り
）

※
絆
補
助
金
使
用

期
７
月
23
日
（
月
）
ま
で
各
区
長

に
ご
連
絡
く
だ
さ
い

問
佐
久
間
住
夫
（
１
区
）

☎
０
９
０
（
７
９
３
４
）
０
０
４
７

☎
０
２
４
２
（
85
）
７
７
５
９

※
Ｆ
Ａ
Ｘ
兼
用

　
池
田
義
明
（
２
区
）

☎
０
９
０
（
３
６
４
３
）
２
９
６
７

　
藤
田
昭
俉
（
３
区
）

☎
０
９
０
（
４
５
５
７
）
６
１
２
１

　
大
野
１
区
・
大
野
２
区
（
駅
前

地
区
）
ゴ
ル
フ
交
流
会
の
季
節
が

や
っ
て
き
ま
し
た
。
芝
生
の
上
で

楽
し
い
一
日
を
過
ご
し
ま
し
ょ

う
。

　
多
数
の
ご
参
加
を
お
待
ち
し
て

い
ま
す
。

時
８
月
25
日
（
土
）

　
午
前
８
時
20
分
集
合
、
９
時
２

　
分
ス
タ
ー
ト

場
塩
屋
崎
カ
ン
ト
リ
ー
ク
ラ
ブ

　
（
い
わ
き
市
平
沼
ノ
内
）

期
８
月
10
日
（
金
）
ま
で

※
詳
細
は
お
申
し
込
み
時
に
お
伝

　
え
し
ま
す

問
中
里
忠
良

☎
０
９
０
（
９
５
３
５
）
８
４
０
４

　
小
椋
吉
雄

☎
０
９
０
（
２
６
０
５
）
１
９
３
７

　
高
崎
信
市

☎
０
９
０
（
１
９
３
７
）
６
９
５
５

内
歯
科
衛
生
士
に
よ
る
歯
み
が
き

　
の
個
別
指
導
な
ど

時
８
月
７
日
（
火
）
午
前
10
時
～

　
正
午
（
受
付
９
時
30
分
～
）

場
大
熊
町
役
場
中
通
り
連
絡
事
務
所

　
会
議
室
１・２

対
就
学
前
ま
で
の
お
子
さ
ん
と
そ

　
の
ご
家
族
、
ご
き
ょ
う
だ
い　
　

持
母
子
健
康
手
帳
、
自
宅
で
使
用

　
し
て
い
る
歯
ブ
ラ
シ
、
タ
オ
ル

期
７
月
31
日
（
火
）
ま
で

問
大
熊
町
役
場
会
津
若
松
出
張
所

　
福
祉
課　
健
康
介
護
係

　
福
島
労
働
局
と
県
は
、
平
成
31

年
３
月
新
規
大
学
等
を
卒
業
予
定

の
方
、
平
成
28
年
３
月
以
降
に
大

学
等
を
卒
業
し
て
現
在
就
職
活
動

を
し
て
い
る
方
を
対
象
に
、
正
社

員
で
雇
用
す
る
計
画
の
あ
る
県
内

企
業
と
の
面
接
会
を
開
催
し
ま

す
。２
５
０
社
が
参
加
予
定
で
す
。

時
８
月
９
日
（
木
）

・
事
業
所
Ｐ
Ｒ
タ
イ
ム

・
合
同
就
職
面
接
会

場
ビ
ッ
グ
パ
レ
ッ
ト
ふ
く
し
ま

　
（
郡
山
市
）

■
注
意
事
項

・
事
前
申
し
込
み
不
要
、
お
気
軽

　
に
お
越
し
く
だ
さ
い

・
参
加
事
業
所
は
開
催
１
週
間
前

　
ま
で
に
、
福
島
労
働
局
ホ
ー
ム

　
ペ
ー
ジ
で
公
開
し
ま
す

・
事
業
所
ブ
ー
ス
で
の
人
事
担
当

　
者
と
の
面
談
、
ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク

　
等
各
機
関
に
よ
る
職
業
相
談
、

　
情
報
提
供
を
行
い
ま
す

問
福
島
労
働
局
職
業
安
定
課

☎
０
２
４
（
５
２
９
）
５
３
９
６

駅
前
地
区
ゴ
ル
フ
交
流
会

ち
び
く
ま
ラ
ン
ド

ふ
く
し
ま
大
卒
等

　
　
合
同
就
職
面
接
会

第
３
回
熊
地
区
パ
ー

ク
ゴ
ル
フ
絆
交
流
会


